
職種 放課後児童支援員（まかぶ児童クラブ） 

雇用形態 嘱託職員 

業務内容 放課後児童クラブ運営に関する業務 

・児童の安全管理および育成支援（遊びのサポート、生活指導 等） 

・配慮を要する児童への対応 

・保護者、学校、地域との連携 

・各種イベント企画、運営 

・事業運営に関する書類作成等の事務業務 

・その他、豊見城市社会福祉協議会が実施する各種事業の推進に必要な業務 

資格要件 

 

・放課後児童支援員の資格を有する方 

・普通自動車運転免許（AT限定可）を有する方 

・児童福祉に関する事業等の実務経験がある方 

雇用期間 令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

※1年ごとの契約更新制。 

※勤務成績・態度および事業の継続状況等を勘案し、更新する場合があります。 

※本事業は豊見城市からの委託事業であり、事業継続の場合に更新の可能性があります。 

勤務場所 まかぶ児童クラブ 

住所：豊見城市字根差部 375番地 2 2階（真嘉部コミュニティセンター２階） 

勤務時間 平日（月～金）１１：００～１９：００（休憩１時間、実働７時間） 

土曜日     ８：００～１７：００（シフト制/休憩 1時間/実働 7時間） 

長期休暇期間  ８：００～１９：００（シフト制/休憩 1時間/実働 7時間） 

※業務の都合により時間外勤務を命ずる場合があります。 

給与 月額１８０，０００円 賞与あり（年２回：６月・１２月） 

諸手当 処遇改善手当（月額１０，０００円） 

通勤手当（※2km以上より距離に応じて支給） 

時間外勤務手当（本会規程による） 

加入保険 社会保険（健康保険・厚生年金）、雇用保険、労災保険 

休日・休暇 日曜・祝日、年末年始、その他（シフトによる週休二日制） 

年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇等） 

選考方法 書類選考および面接試験 ※書類選考後、面接日時を通知します。 

※選考結果は文書にて通知します。 

応募方法 履歴書（写真貼付）および資格証の写しを提出してください。 

【提出方法】郵送、または持参 

【提出期限】令和８年３月６日（金）必着 

【提 出 先】〒901-0212 豊見城市字平良 467番地 4  

      豊見城市社会福祉協議会  

【問合わせ】豊見城市社会福祉協議会 総務係 TEL：098-856-2782 

 


